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＜成果目標の達成に向けた取組＞ 

地域生活支援拠点等（ここでは「拠点等」という。）の機能の充実においては、「拠点等による支援
が必要となる障害者の把握」、「拠点等の機能の中心的な役割を担うコーディネーターの配置」、「緊急
時や休日・夜間の相談支援体制の整備」等の課題があります。一方で、拠点等におけるコーディネータ
ーの機能が明確にされていないため、その役割や配置の必要性を含めて検討します。 

また、拠点等の機能については、効果的な支援体制・連絡体制の構築に向けて、検討方法も含め
て、継続的に検証を実施します。 

強度行動障害のある人への支援体制の充実においては、障害者自立支援協議会の強度行動障
害支援ワーキングの報告内容をふまえた取組を進めます。強度行動障害のある人が地域で暮らし続け
ることを目的に、「支援体制・ネットワーク・社会資源の整備」、「支援力の向上」、「外部からの声・視点
の確保」、「ノウハウの確立」に向け、大阪府や先駆的な取組を実施する支援機関等との連携のもと、
地域における支援体制を構築します。 

また、障害者自立支援協議会において、その支援状況を継続的に評価・検討します。あわせて、令
和 8（2026）年度末までに、強度行動障害のある人に関する実態の把握を進めます。 
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４ 福祉施設から一般就労への移行等 
 

項目 大阪府の考え方 直近の実績 
令和 8（2026）年度 

目標値 

福祉施設から一
般就労への移行 

令和 8（2026）年度中
に、就労移行支援等を通
じた一般就労への移行者
数を令和 3（2021）年
度実績の 1.28 倍以上
3,142 人 

 
令和 3（2021）年度実績 

2,454 人 

221 人  
令和 3（2021）年度 

実績 

283 人  
令和 8（2026）年度 

 

就労移行支援事業所のう
ち、就労移行支援事業利
用終了者に占める一般就
労へ移行した者の割合が
5 割以上の事業所の割合  

6 割以上 

― 
（直近の実績なし） 

就労移行支援事業所
のうち、就労移行支援
事業利用終了者に占め
る一般就労へ移行した
者の割合が 5 割以上
の事業所の割合   

6 割以上 

就労定着支援
事業の利用者数
及び事業所ごと
の就労定着率 

就労定着支援事業の利
用者数について、令和 8
（2026）年度末の利用
者数を令和 3（2021）
年度末実績の 1.41 倍以
上  1,781 人 

 
令和 3（2021）年度実績 

1,263 人 

86 人  
令和 3（2021）年度 

実績 

122 人  
令和 8（2026）年度 
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就労定着率については、
令和 8（2026）年度の
就労定着支援事業の利
用終了後の一定期間にお
ける就労定着率が 7 割以
上となる就労定着支援事
業所の割合を 2.5 割以上 

 
令和 3（2021）年度実績 

1.4 割（大阪府全体） 

― 
（直近の実績なし） 

就労定着率について
は、令和 8（2026）
年度の就労定着支援
事業の利用終了後の一
定期間における就労定
着率が 7 割以上となる
就労定着支援事業所
の割合  

2.5 割以上 

地域の就労支援のネットワ
ークを強化し、雇用、福祉
等の関係機関が連携した
支援体制の構築を推進す
るため、障害者自立支援
協 議 会 （ 就 労 支 援 部
会）等を設けて取組の推
進 

就労支援部会は 
未設置 

令和 8（2026）年度
末までに、就労支援に
関する部会を設置する
など、関係機関が連携
した支援体制の構築 

就労継続支援
B 型事業所にお
ける工賃平均額  

令和 3（2021）年度の
各事業所の目標額と達成
状況をもとに、大阪府自
立支援協議会就労支援
部会工賃向上計画の推
進に関する専門委員会の
考え方（年約 5％の向
上）をふまえて設定 

11,075 円  
令和 3（2021）年度 

実績 

14,600 円  
令和 8（2026）年度 

 

 

＜成果目標の達成に向けた取組＞ 

一般就労に向けた取組として、「障害者就業・生活支援センター」（エマリス堺・エマリス南）において、
就労を希望する障害者それぞれの個性や特性を把握したうえで、必要に応じて就労支援に携わってい
る関係機関と連携し、就職に向けた支援及び就職後の定着支援を行います。 
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令和 5（2023）年度から、希望者が一般就労に向かうことができるよう、障害者就業・生活支援
センターが中心となり、障害福祉サービスの利用の有無にかかわらず、企業と福祉施設をマッチングし、
障害者の職場体験実習を行っています。引き続き、企業と福祉施設をマッチング、職場体験実習の支
援を行います。 

また、ハローワークや商工会議所等とも連携し、各種セミナーを開催するなど一般企業への障害の理
解啓発を進めます。 

就労支援体制の構築に向けては、就労支援に関する部会を設置するなどを通じて、地域の就労支
援のネットワークを強化します。 

工賃向上のため、授産活動を啓発します。また、「授産活動支援センター」において、通常のマッチン
グ・コーディネートのほか、障害福祉サービス事業所に支援員を派遣し、内職等の作業方法の改善等の
助言を行います。 

  



58 
 

5 障害児支援の提供体制の整備等 
 

項目 大阪府の考え方 直近の実績 
令和 8（2026）年度 

目標値 

重層的な地域支
援体制の構築を
めざすための児
童発達支援セン
ターの設置及び
障害児の地域社
会への参加・包
容（インクルージ
ョン）の推進 

令和 8（2026）年度末ま
でに児童発達支援センター
を各市町村で少なくとも1か
所設置 
各市町村に設置された児
童発達支援センター等が主
体的に保育所等訪問支援
を提供できるよう、令和 8
（2026）年度末までに、
障害児の地域社会への参
加・包容（インクルージョ
ン）を推進する体制の構築 

児童発達支援 
センター 
設置済  

昭和 49（1974）年度 
設置済 

 

保育所等訪問支援
を利用できる体制 
（事業所数） 

10 か所  
令和 4（2022）年度末 

時点 

児童発達支援センター
が中核となり、インクル
ージョン（地域社会へ
の参加・包容）を推進
する体制を構築 
 
保育所等訪問支援を利
用できる体制を強化 

主に重症心身障
害児を支援する
児童発達支援
事業所及び放課
後等デイサービス
事業者の確保 

令和 8（2026）年度末ま
でに、主に重症心身障害
児を支援する児童発達支
援事業所及び放課後等デ
イサービス事業者を少なくと
も 1 か所以上設置 

9 か所  
令和 4（2022）年度末 

時点 
10 か所 

医療的ケア児へ
の支援のための
関係機関の協議
の場の設置及び
コーディネーター
の設置 

令和 8（2026）年度末ま
でに、医療的ケアを要する
重症心身障害児等に関す
る関係機関の協議の場を、
府、各圏域、各市町村に
設置 
設置済の市町村において
は、保健、医療、障害福
祉、保育、教育等の各関
連分野の支援を受けること
ができるよう協議の場の活
性化 

設置済  
平成 30（2018）年度 

設置済 
協議の場の活性化 
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5 障害児支援の提供体制の整備等 
 

項目 大阪府の考え方 直近の実績 
令和 8（2026）年度 

目標値 

重層的な地域支
援体制の構築を
めざすための児
童発達支援セン
ターの設置及び
障害児の地域社
会への参加・包
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各市町村に設置された児
童発達支援センター等が主
体的に保育所等訪問支援
を提供できるよう、令和 8
（2026）年度末までに、
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加・包容（インクルージョ
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センター 
設置済  

昭和 49（1974）年度 
設置済 

 

保育所等訪問支援
を利用できる体制 
（事業所数） 

10 か所  
令和 4（2022）年度末 

時点 

児童発達支援センター
が中核となり、インクル
ージョン（地域社会へ
の参加・包容）を推進
する体制を構築 
 
保育所等訪問支援を利
用できる体制を強化 

主に重症心身障
害児を支援する
児童発達支援
事業所及び放課
後等デイサービス
事業者の確保 

令和 8（2026）年度末ま
でに、主に重症心身障害
児を支援する児童発達支
援事業所及び放課後等デ
イサービス事業者を少なくと
も 1 か所以上設置 

9 か所  
令和 4（2022）年度末 

時点 
10 か所 

医療的ケア児へ
の支援のための
関係機関の協議
の場の設置及び
コーディネーター
の設置 

令和 8（2026）年度末ま
でに、医療的ケアを要する
重症心身障害児等に関す
る関係機関の協議の場を、
府、各圏域、各市町村に
設置 
設置済の市町村において
は、保健、医療、障害福
祉、保育、教育等の各関
連分野の支援を受けること
ができるよう協議の場の活
性化 

設置済  
平成 30（2018）年度 

設置済 
協議の場の活性化 
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令和 8（2026）年度末
までに、医療的ケア児等コ
ーディネーターについて、福
祉関係、医療関係各1名
以上、地域の実情に応じ
て、市町村に設置 

設置済  
令和２（2020）年度 

設置済 

 

88 人  
令和 4（2022）年度末

時点 

188 人 
 

令和 8（2026）年度末まで
に養成研修を修了する人数 

障害児入所施
設に入所する児
童が大人にふさ
わしい環境へ移
行できるようにす
るための移行調
整に係る協議の
場の設置 

政令市においては、関係
機関と連携し、移行調整
の責任主体として協議の
場を設けて移行調整を進
めていけるような目標を設
定 

未設置  
令和 4（2022）年度末

時点 

令和 8（2026）年度
末までに、協議の場の
設置について、その必要
性も含めた検討を実施 

 

＜成果目標の達成に向けた取組＞ 

児童発達支援センターにおいて、障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進に
向け、保育所等訪問支援や障害児相談支援、障害児等療育支援事業等、地域支援を強化します。 

また、児童発達支援センターの利用待機児や卒園児及び家族への支援を進めます。さらに、地域の
障害児通所支援事業所等への専門的な支援を強化します。あわせて、主に重症心身障害児を支援
する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を確保します。 

医療的ケア児等の協議の場である「医療的ケア児等支援連絡会議」では、医療的ケア児等への支
援について意見交換を実施しており、今後も定期的に開催します。 

医療的ケア児等コーディネーターの配置について、それまでに養成研修を修了する人数により設定しま
す。また、医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者は、地域の様々な事業所に在籍しており、
医療的ケア児等コーディネーター連携体制の構築を進めます。 

障害児入所施設からの退所にあたっては、区役所や障害者基幹相談支援センターが子ども相談所
と役割分担・連携し、子ども相談所が聞き取った対象者の意向のもと、それぞれの状況に応じた、地域
生活への移行に向けた支援を継続します。あわせて、令和 8（2026）年度末までに、協議の場の設
置について、その必要性も含めた検討を実施します。  
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6 相談支援体制の充実・強化等 
 

項目 大阪府の考え方 直近の実績 
令和 8（2026）年度 

目標値 

相談支援体制の
充実・強化等 

令和 8（2026）年度末
までに、基幹相談支援セン
ターをすべての市町村にて
設置 
基幹相談支援センターが
関係機関等の連携の緊
密化を通じた地域づくりの
役割を担い、地域の相談
支援体制の強化を図る体
制の確保 

設置済  
平成 24（2012）年度 

設置済 

 

障害者基幹相談支
援センターにおける 
① 相談支援事業

所への専門的 
助言等回数： 
491 回  

② 相談支援事業
所への人材育成
の支援回数： 
14 回  

③ 相談機関との 
連携強化の取組
の実施回数： 
21 回  

④ 主任相談支援
専門員の配置 
人数： 
10 人  
①～④いずれも、 

令和 4（2022）年度 
実績 

障害者手帳所持者数や
障害福祉サービス利用
者数の増加、相談者の
ニーズの多様化に対応
するため、地域の相談
支援機関等との連携の
もと、障害者基幹相談
支援センターの体制の
充実・強化 
 
① 530 回 
② 15 回 
③ 25 回 
④ 15 人 
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10 人  
①～④いずれも、 

令和 4（2022）年度 
実績 

障害者手帳所持者数や
障害福祉サービス利用
者数の増加、相談者の
ニーズの多様化に対応
するため、地域の相談
支援機関等との連携の
もと、障害者基幹相談
支援センターの体制の
充実・強化 
 
① 530 回 
② 15 回 
③ 25 回 
④ 15 人 
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令和 8（2026）年度末
までに、障害者自立支援
協議会において、個別事
例の検討を通じた地域サ
ービス基盤の開発・改善を
行う取組の実施 
この取組を行うために必要
な障害者自立支援協議
会の体制の確保 

① 2 区の障害者自

立支援協議会に

て事例検討を実

施  
② 障害者自立支

援協議会におけ

る専門部会の設

置数及び実施

回数 

設置数： 

2 部会、2 ワーキ

ング 

実施回数： 
20 回  

①②ともに、 
令和 4（2022）年度 

実績 

① 令和 8（2026）
年度末までに、すべ
ての区障害者自立
支援協議会にて事
例検討を実施 

 
② 設置数：4 部会 

実施回数：24 回 

 

＜成果目標の達成に向けた取組＞ 

令和 4（2022）年度末時点で、41 名の主任相談支援専門員が、障害者基幹相談支援センタ
ーや地域の相談支援事業所に配置されており、その体制・ネットワークは大きな強みです。今後も、障
害者基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援事業所にも、毎年 1～2 名程度主任相談支
援専門員の配置を行います。 

地域の主任相談支援専門員との連携のもと、障害者基幹相談支援センターが中心となり、相談支
援従事者研修における実習の受入、新任相談支援専門員向け連続勉強会などを継続的に実施しま
す。また、実習の受入や連続勉強会の開催が継続に実施できる仕組みも検討します。 

地域の相談支援専門員同士が、横のつながりを持ち、一人で抱え込まないよう、区域にとどまらない
ネットワークの構築、相談支援専門員の人材育成に取り組みます。 

令和 6（2024）年に施行される改正障害者総合支援法では、障害者自立支援協議会において
個別事例を情報共有することが明記され、参加者に対する守秘義務や関係機関による情報提供に関
する努力義務が設けられたことから、現在設置しているワーキングの部会への変更などの取組を通じて、
地域支援体制の整備を進めます。 
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7 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 
 

項目 大阪府の考え方 直近の実績 
令和 8（2026）年度 

目標値 

障害福祉サービ
ス等の質を向上
させるための取
組に係る体制の
構築 

市町村においては、不正
請求の未然防止等の観
点から、報酬の審査体制
の強化等の取組、指導権
限を有する者との協力連
携、適正な指導監査等の
実施等について目標設定 

障害者自立支援審
査支払等システム等
でエラーの多い項目
等について集団指導
等の場で注意喚起
の実施 

実施  
令和 4（2022）年度 

実績 

 

適切な障害福祉サー
ビス等の提供の促進
を図るため、大阪府
等と連携し、適正な
指導監査等の実施 

実施継続  
令和 4（2022）年度 

実績 

障害者自立支援審査
支払等システム等で  
エラーの多い項目等に
ついて集団指導等の場
で注意喚起の実施 

 
適切な障害福祉サービ
ス等の提供の促進を図
るため、大阪府等と連
携し、適正な指導監査
等の実施 

 

 

＜成果目標の達成に向けた取組＞ 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用については、引き続き、厚生労働省、大阪府等の関係
機関が主催する研修等への本市職員の参加を進め、研修によって得た知識・ノウハウを組織で共有し、
実務に活かします。 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有については、今後も、すべての事業所
を対象とする集団指導を活用した手法等により実施し、関係機関等との情報共有・連携を強化します。 

さらに、障害福祉サービス事業所等に対する指導監査の結果の共有については、引き続き、大阪府
と府内の市町村等との意見交換会を実施し、日常的な情報交換、情報共有等の取組を一層進めま 
す。あわせて、引き続き、他の指定都市等との実務レベルでの情報共有等を実施します。 
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第２章 各障害福祉サービス等の見込量 

国の基本指針において、成果目標を達成するため、その必要となる量等（以下「見込量」という。）
を、障害福祉計画及び障害児福祉計画に見込むことが適当であるとされています。 

見込量の設定については、成果目標と同様に、国の基本指針とそれをふまえた大阪府の基本的な考
え方に加え、実態調査の結果もふまえます。 

障害福祉サービス等ごとの月平均利用人数及び月平均利用量を見込むことを基本とします。 
 

1 訪問系サービス 
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護） 
 

 
令和６ 

（2024）年度 
令和７ 

（2025）年度 
令和８ 

（2026）年度 

居宅介護 
利用人数（人/月） 3,370 3,511 3,657 
利用時間（時間/月） 63,851 65,848 67,908 

重度訪問 
介護 

利用人数（人/月） 236 233 230 
利用時間（時間/月） 41,578 42,548 43,541 

同行援護 
利用人数（人/月） 336 350 364 
利用時間（時間/月） 9,844 10,978 12,242 

行動援護 
利用人数（人/月） 130 146 164 
利用時間（時間/月） 3,678 4,310 5,050 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

居宅介護は、利用者数及び利用量が増加しており、障害者の地域での生活を支えるサービスとして
のニーズも高く、今後も増加が見込まれるため、直近の実績の推移をふまえ、見込量を設定します。 

重度訪問介護は、利用者は横ばい傾向ですが、一人あたりの利用量が増加しています。重度の障
害者の地域での生活を支えるサービスとしてのニーズは高く、今後も同様の水準で推移するものとして、
見込量を設定します。 

同行援護は、視覚障害により外出に著しい困難を有する人のための外出支援であり、利用者数及
び利用量が増加しています。そのため、直近の実績の推移をふまえ、見込量を設定します。 

行動援護は、行動に著しい困難を有する人のための外出支援であり、利用者数及び利用量が増加
しています。そのため、直近の実績の推移をふまえ、見込量を設定します。 
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なお、重度障害者等包括支援は、利用実績がないため、見込量を設定しないこととします。 

特に、訪問系サービスは、そのニーズも高く、障害者の地域での生活を支える重要なサービスです。そ
のため、障害者それぞれの状況に応じ、支給決定基準と異なる支給決定（いわゆる「非定型」の支給
決定）を行う必要がある場合、本市の附属機関である審査会に諮ったうえで、支給決定を行っていま
す。引き続き、障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、適切な支給決定を行います。 
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2 日中活動系サービス 
（生活介護、自立訓練、就労系サービス、療養介護、短期入所） 
 

 令和６ 
（2024）年度 

令和７ 
（2025）年度 

令和８ 
（2026）年度 

生活介護 
利用人数（人/月） 2,406 2,500 2,598 
利用日数（人日/月） 45,733 46,981 48,262 

自立訓練 
（機能訓練） 

利用人数（人/月） 41 48 57 
利用日数（人日/月） 469 584 726 

自立訓練 
（生活訓練） 

利用人数（人/月） 94 82 72 
利用日数（人日/月） 1,137 985 854 

就労移行支援 
利用人数（人/月） 316 319 322 
利用日数（人日/月） 5,430 5,507 5,584 

就労継続支援 
（Ａ型） 

利用人数（人/月） 475 480 486 
利用日数（人日/月） 10,061 10,644 11,260 

就労継続支援 
（Ｂ型） 

利用人数（人/月） 3,511 3,910 4,354 
利用日数（人日/月） 58,682 64,681 71,294 

就労定着支援 利用人数（人/月） 131 146 161 
療養介護 利用人数（人/月） 128 128 128 

短期入所 
利用人数（人/月） 856 858 860 
利用日数（人日/月） 5,938 5,982 5,996 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

生活介護は、利用者数が増加傾向にあり、常に介護が必要となる人の日常生活を支えるサービスで
あり、直近の実績の推移をふまえ、見込量を設定します。 

自立訓練（機能訓練）は、利用者数が増加傾向にあり、今後も同様の増加が見込まれるものとし
て、見込量を設定します。 

自立訓練（生活訓練）は、利用者数が横ばいから微減傾向にあり、今後も同様の水準で推移す
るものとして、見込量を設定します。 

就労移行支援は、利用者数が微増傾向にあり、今後も同様の増加が見込まれるものとして、見込
量を設定します。 

就労継続支援（A 型）は、利用者数が微増傾向にあり、今後も同様の増加が見込まれるものとし
て、見込量を設定します。 

 



66 
 

就労継続支援（B 型）は、利用者数が増加しています。また、そのニーズも高いことから、今後も同
様の増加が見込まれるものとして、見込量を設定します。 

就労定着支援は、利用者数が増加しており、そのニーズがあることから、今後も同様の増加が見込ま
れるものとして、見込量を設定します。 

療養介護は、利用状況が一定で推移しており、今後も同様の水準で推移するものとして、見込量を
設定します。 

短期入所は、利用状況に新型コロナウイルス感染症の拡大による利用制限や利用自粛の影響が及
びました。利用ニーズは高いことから、今後利用が増加するものとして、見込量を設定します。 

 

3 居住系サービス 
（共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援） 
 

 令和６ 
（2024）年度 

令和７ 
（2025）年度 

令和８ 
（2026）年度 

共同生活援助 
（グループホーム） 

利用人数（人/月） 1,355 1,443 1,537 

施設入所支援 利用人数（人/月） 428 426 424 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

共同生活援助（グループホーム）は、利用実績やそのニーズが高く、利用者も増加し続けています。
グループホームは、障害者の地域での生活を支える重要なサービスであり、また、入所施設からの地域
生活への移行先及び精神科病院入院者の退院先であるため、グループホームの整備を進める必要が
あります。新型コロナウイルス感染症の影響が及んだこともふまえ、見込量を設定します。 

施設入所支援は、成果目標として 令和 8（2026）年度末の施設入所者数を 424 人としてい
ることから、順次入所者数が減少するものとして、見込量を設定します。  
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4 相談支援サービス 
（計画相談支援、地域相談支援、自立生活援助） 
 

 令和６
（2024）年度 

令和７
（2025）年度 

令和８
（2026）年度 

計画相談支援 利用人数（人/月） 3,942 4,346 4,791 

地域相談支援 利用人数（人/月） 213 213 213 

 地域移行支援 利用人数（人/月） 7 7 7 

 地域定着支援 利用人数（人/月） 206 206 206 

自立生活援助 利用人数（人/月） 3 3 3 

 

＜参考＞ 計画相談支援の実績の推移  

 令和 3（2021）年
3 月末 

令和 4（2022）年
3 月末 

令和 5（2023）年
3 月末 

障害福祉サービス利用者数 人 9,815 10,200 10,647 

障害福祉サービス利用者のうち、  
計画相談支援の利用者数 

人 6,249 6,711 7,103 

計画利用率 ％ 63.7 65.8 66.7 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

計画相談支援は、障害福祉サービスの利用者のうち、希望する利用者すべてが利用できるということ
を意識しながら、見込量を設定します。 

また、計画相談支援は、利用ニーズは高く、利用者も増加しています。成果目標の「相談支援体制
の充実・強化等」の取組のとおり、相談支援専門員の増員や育成、地域とのネットワークの構築に向け
て取り組みます。障害福祉サービスの利用者のうち計画を利用している人の割合を高めます。 

参考にもあるとおり、令和 5（2023）年度末実績で計画利用率は 66.7％と上昇傾向です。令和
8（2026）年度末の計画利用率がおおむね 80％となるものとして、直近の実績の推移をふまえ、見
込量を設定します。 
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地域移行支援については、利用実績は少ないですが、今後も入所施設からの地域生活への移行、
精神科病院入院者の退院に向けて取り組みます。直近の実績の推移をふまえ、見込量を設定します。 

地域定着支援については、利用実績は一定で推移しています。地域にて安心した生活が継続する
ためのサービスであり、今後も同様の水準で推移するものとして、見込量を設定します。 

自立生活援助については、利用実績は一定で推移しています。計画相談支援とのすみわけ、事業
の認知度等の課題が見られます。見込量としては、直近の実績の推移をふまえて設定します。 
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地域移行支援については、利用実績は少ないですが、今後も入所施設からの地域生活への移行、
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の認知度等の課題が見られます。見込量としては、直近の実績の推移をふまえて設定します。 
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5 障害児通所支援・障害児相談支援 
（児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児

相談支援、医療的ケア児等コーディネーターの配置） 
 

 
 

令和６ 
（2024）年度 

令和７ 
（2025）年度 

令和８ 
（2026）年度 

児童発達支援 
利用人数（人/月） 1,661 1,861 2,061 
利用日数（人日/月） 10,939 11,718 12,978 

放課後等 
デイサービス 

利用人数（人/月） 3,900 4,100 4,300 
利用日数（人日/月） 30,691 32,265 33,839 

保育所等 
訪問支援 

利用人数（人/月） 197 237 277 
利用回数（回/月） 309 371 434 

居宅訪問型 
児童発達支援 

利用人数（人/月） 1 1 1 
利用回数（回/月） 2 2 2 

障害児 
相談支援 

利用人数（人/月） 873 984 1,094 

医療的ケア児等 
コーディネーター 

配置人数 
人数 138 163 188 

 

＜参考＞ 障害児相談支援の実績の推移  

 令和 3（2021）年
3 月末 

令和 4（2022）年
3 月末 

令和 5（2023）年
3 月末 

障害児通所支援利用者数 人 2,857 3,160 3,571 

障害児通所支援利用者のうち、  
障害児相談支援の利用者数 

人 1,397 1,494 1,641 

計画利用率 ％ 48.9 47.3 46.0 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

児童発達支援は、利用実績が増加しています。利用ニーズも高いことから、今後も増加が見込まれ
るものとして、直近の実績の推移に加え、一元化される医療型児童発達支援の実績もふまえ、見込量
を設定します。 

放課後等デイサービスは、利用実績が大きく増加しています。事業所の増加にともなう支援の質の向
上に取り組む必要があります。利用ニーズも高いことから、これまでと同様に増加するものとして、見込量
を設定します。 
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保育所等訪問支援は、利用実績が増加しており、利用ニーズも高いことから、これまでと同様に増加
するものとして、見込量を設定します。 

居宅訪問型児童発達支援は、利用実績は少なく、今後も同様の水準で推移するものとして、見込
量を設定します。 

障害児相談支援は、大阪府の考え方に基づき、障害児通所支援等の利用者すべてが利用すると
いうことを意識しながら、直近の実績の推移をふまえ、見込量を設定します。 

医療的ケア児等コーディネーターは、医療的ケア児とその家族等を適切な支援へつなげるなどの調整
の役割が期待されています。毎年度、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を実施しており、また、
成果目標として、令和 8（2026）年度末のコーディネーター配置人数を 188 人としています。順次増
加するものとして、それまでに養成研修を修了する人数により、見込量を設定します。 

なお、障害児相談支援は利用ニーズが高く、利用者も増加しています。しかし、参考にもあるとおり、
障害児相談支援の計画利用率は減少が続いています。利用ニーズの増加に、相談支援専門員の人
数が追いついていないことが要因と考えられます。 

本市では、令和 4（2022）年度から、障害者自立支援協議会に、障害児相談支援ワーキングを
設置し、継続的に協議を行いました。障害児相談支援を担う相談支援専門員が相談できる仕組みの
必要性、保育や教育などの障害福祉分野を超えた連携の仕組みの必要性などの意見がありました。 

今後、障害児相談支援ワーキングでの協議をふまえ、障害児相談支援を担う相談支援専門員の増
加や育成、地域とのネットワークの構築等に向けて取り組みます。また、障害児相談支援を担う相談支
援専門員が相談できる仕組みや分野を超えた連携について、検討を進めます。 
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6 発達障害のある人への支援 
 

 
令和６

（2024）年度 

令和７

（2025）年度 

令和８

（2026）年度 

発達障害者支援地域協議会の開催 

（堺市発達障害者支援専門部会） 
回/年 1 1 1 

発達障害者支援センターによる相談支援 件/年 3,000 3,000 3,000 

発達障害者支援センターによる関係機関へ

の助言 
件/年 5 5 5 

発達障害者支援センターによる外部機関や

地域住民への研修、啓発 
回/年 25 25 25 

 センター主催または共催で企画した研修 回/年 9 9 9 

 講師派遣 回/年 15 15 15 

 地域住民向け講演会の開催等 回/年 1 1 1 

発達障害者や家族等への支援体制の確保    

 
ペアレントトレーニングやペ

アレントプログラム等の支援

プログラム等 

受講者数 
人/年 

15  15  15 

実施者数 5  5  5 

 ペアレントメンターの人数 － 発達障害者やその家族への支援として、当事者会や親

の会などの紹介を行う。また、研修やセミナー等の開催に

おける連携を進める。  ピアサポートの活動への参加人数 － 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

本市においては、平成 19（2007）年度から発達障害者支援センター（アプリコット堺）を設置し、
（平成 24（2012）年度から、健康福祉プラザ内に移転。）発達障害のある人やその疑いがある人
とその家族等、関係機関等からの相談を受け、発達障害のある人が地域で安心して生活できるよう支
援を行っています。 

発達障害に関する支援の拠点である発達障害者支援センターにて、発達障害のある人やその疑い
のある人やその家族等への相談支援、地域の相談支援機関や関係機関との連携・ネットワークによる
支援を実施し、発達障害のある人やその家族等が地域で安心して暮らすことができるよう、支援の充実
を進めます。  
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7 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

 令和６ 
（2024）年度 

令和７ 
（2025）年度 

令和８ 
（2026）年度 

保健、医療及び福祉関係者によ
る協議の場の開催回数 回 ３ ３ ３ 

保健、医療及び福祉関係者によ
る協議の場への関係者の参加者
数 

人 56 56 56 

保健、医療及び福祉関係者によ
る協議の場における目標設定及び
評価の実施回数 

回 １ １ １ 

精神障害者の地域移行支援 人/月 6 6 6 

精神障害者の地域定着支援 人/月 49 49 49 

精神障害者の自立生活援助 人/月 1 1 1 

精神障害者の共同生活援助 
（グループホーム） 人/月 242 263 284 

精神障害者の自立訓練 
（生活訓練） 人/月 56 48 43 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

本市においては、堺市精神保健審議会及び堺市退院促進支援会議を、精神障害にも対応した地
域包括ケアシステムの構築に向けた協議の場として位置づけており、今後も定期的に開催するものとし
て、見込量を設定します。 

精神障害者の地域移行支援・地域定着支援・自立生活援助は、それぞれの直近の実績の推移を
ふまえ、見込量を設定します。 

精神障害者の共同生活援助（グループホーム）は、利用実績が増加しており、そのニーズも高い状
況です。また、グループホームは、障害者の地域での生活を支える重要なサービスであり、精神科病院
入院者の退院先でもあるため、グループホームの整備を進める必要があります。今後も、これまでと同様
に増加するものとして、見込量を設定します。 

精神障害者の自立訓練（生活訓練）は、今回より新たに設定するものであり、直近の実績の推移
をふまえ、見込量を設定します。  
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8 相談支援体制の充実・強化のための取組 
 

 令和６ 
（2024）年度 

令和７ 
（2025）年度 

令和８ 
（2026）年度 

障害者基幹相談支援センターの設置 設置 設置 設置 

障害者基幹相談支援センターによる地
域の相談支援事業所に対する訪問等
による専門的な助言 

件 510 520 530 

地域の相談支援事業所の人材育成の
支援 件 15 15 15 

地域の相談機関との連携強化の取組 件 25 25 25 

障害者基幹相談支援センターにおける
主任相談支援専門員の配置人数 

人 12 13 15 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

障害者基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所への専門的な助言は継続的に実施し
ます。直近の実績をふまえ、見込量を設定します。 

また、地域の相談支援事業所の人材育成の支援、地域の相談機関との連携強化の取組も継続的
に実施します。直近の実績をふまえ、見込量を設定します。 

障害者基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員は、毎年度 1～2 名程度増員を図り
ます。また、見込量としては設定しませんが、地域の相談支援事業所においても、毎年度 1～2 名程度
の増員を図ります。 

なお、主任相談支援専門員は、令和 4（2022）年度末時点で、障害者基幹相談支援センター
に 10 名、地域の相談支援事業所に 31 名、市内全体で計 41 名配置しており、その体制・ネットワー
クは大きな強みです。 

今後も、地域の主任相談支援専門員との連携のもと、障害者基幹相談支援センターが中心となり、
相談支援従事者研修における実習の受入、新任相談支援専門員向け連続勉強会などを継続的に
実施し、地域の相談支援事業所の人材育成の支援、地域の相談機関との連携強化に取り組みます。
さらに、継続的に人材育成や連携強化が実施できる仕組みも検討します。 

また、地域の相談支援専門員同士が、横のつながりを持ち、一人で抱え込まないよう、相談支援専
門員の人材育成、区域にとどまらないネットワークの構築にも取り組みます。 
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9 障害福祉サービスの質を向上させるための取組 
 

 令和６ 
（2024）年度 

令和７ 
（2025）年度 

令和８ 
（2026）年度 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 
延べ 40 人 

令和 6（2024）年度～令和 8（2026）年度の 
3 年間の累計 

障害者自立支援審査支払等システムによる
審査結果の共有 実施 実施 実施 

障害福祉サービス事業者等に対する指導監
督結果の共有 実施 実施 実施 

 

＜見込量の算定の考え方＞ 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用については、大阪府が実施する障害福祉サービス等に
係る研修とその他研修（市町村職員向けの障害種別ごとの研修、障害者支援区分認定調査員研
修、障害者虐待防止・権利擁護研修等）への本市職員の参加延べ人数を、見込量として設定しま
す。 

障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有については、障害者自立支援審査支
払等システムによる審査結果を活用し、事業所や関係自治体などと共有する体制の有無を、見込量と
して設定します。 

障害福祉サービス事業者等に対する指導監査結果の共有については、障害福祉サービス事業者と
障害児通所支援事業所者への指導監査の適正な実施、また、その結果を関係自治体と共有する体
制の有無を、見込量として設定します。 
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払等システムによる審査結果を活用し、事業所や関係自治体などと共有する体制の有無を、見込量と
して設定します。 

障害福祉サービス事業者等に対する指導監査結果の共有については、障害福祉サービス事業者と
障害児通所支援事業所者への指導監査の適正な実施、また、その結果を関係自治体と共有する体
制の有無を、見込量として設定します。 
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10 地域生活支援事業 
 

地域生活支援事業は、障害者や障害児がその有する能力や適性に応じて、自立した生活を営むこ
とができるように柔軟な事業形態により実施するもので、必須事業（法律上実施しなければならない事
業）と任意事業（市町村の判断により実施できる事業）があります。 

各事業の見込量は、大阪府の基本的な考え方に基づき、直近の実績をもとに設定します。 

 

 
令和６

（2024）
年度 

令和７
（2025）

年度 

令和８
（2026）

年度 
必須事業    

理解促進研修・啓発事業 有無 有 有 有 
相談支援事業    

 障害者相談支援事業 箇所 8 8 8 
 基幹相談支援センター 有無 有 有 有 
 基幹相談支援センター等機能強化事業 有無 有 有 有 

 住宅入居等支援事業 
（居住サポート事業） 有無 有 有 有 

 障害児等療育支援事業 箇所 7 7 7 
 発達障害者支援センター（1 か所） 人/年 2,100 2,100 2,100 
成年後見制度利用支援事業 人/年 75 80 86 
意思疎通支援事業    

 
手話通訳者派遣事業※1 

件/年 2,610 2,741 2,878 
 時間/年 3,797 3,987 4,186 
 

要約筆記者派遣事業※1 
件/年 257 270 284 

 時間/年 880 924 970 
 手話通訳者設置事業 箇所 8 8 8 
 重度障害者入院時コミュニケーション事業 件/年 40 80 120 
意思疎通支援者養成研修事業    
 手話通訳者養成入門コース 人/年 20 20 20 
 

手話通訳者養成講座※2 
人/年 4 4 4 

 人/年 9 20 20 
 

要約筆記者養成講座※2 
人/年 4 4 4 

 

人/年 20 20 20 
盲ろう者通訳・介助者養成事業 
（登録者数）※3 人/年 30 30 30 

失語症者向け意思疎通支援者養成 
研修事業（登録者数）※3 人/年 5 5 5 
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令和６

（2024）
年度 

令和７
（2025）

年度 

令和８
（2026）

年度 

盲ろう者通訳・介助者派遣事業 
件/年 1,549 1,579 1,611 

時間/年 5,778 5,893 6,010 

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 
件/年 2 2 2 

時間/年 4 4 4 
日常生活用具給付等事業    
 介護・訓練支援用具 件/年 70 70 70 
 自立生活支援用具 件/年 216 216 216 
 在宅療養等支援用具 件/年 143 143 143 
 情報・意思疎通支援用具 件/年 508 508 508 
 排泄管理支援用具 件/年 25,579 26,165 26,765 
 居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 件/年 26 26 26 

移動支援事業 
人/年 3,431 3,484 3,537 

時間/年 453,018 474,439 495,860 

 

身体障害 
人/年 527 535 543 

時間/年 83,315 87,255 91,194 

知的障害 
人/年 1,703 1,725 1,747 

時間/年 231,338 242,277 253,216 

精神障害 
人/年 1,016 1,032 1,048 

時間/年 125,357 131,284 137,212 

障害児 
人/年 185 192 199 

時間/年 13,008 13,623 14,238 

地域活動支援センター 
箇所 15 15 15 
人/年 750 750 750 

任意事業    

日中一時支援事業 人日/年 5,259 5,489 5,719 
訪問入浴事業 人/年 61 63 65 
視覚障害者生活訓練事業 人/年 106 106 106 

※1 上段：派遣件数  下段：派遣時間数  
※2 上段：登録試験合格者数 下段：養成講座修了者数   
※3 大阪府と合同実施のため、大阪府全体数値 
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令和６
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 居宅生活動作補助用具（住宅改修費） 件/年 26 26 26 
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時間/年 83,315 87,255 91,194 
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人/年 1,703 1,725 1,747 
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日中一時支援事業 人日/年 5,259 5,489 5,719 
訪問入浴事業 人/年 61 63 65 
視覚障害者生活訓練事業 人/年 106 106 106 

※1 上段：派遣件数  下段：派遣時間数  
※2 上段：登録試験合格者数 下段：養成講座修了者数   
※3 大阪府と合同実施のため、大阪府全体数値 
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第4部 計画の推進体制と進捗管理・評価 
 

1 計画の推進体制 

本計画は、今後 6年間の本市の障害施策の推進にあたっての基本的な考え方を示すものです。また、
今後 3年間の本市の障害福祉サービス、地域生活支援事業及び障害児通所支援事業等の提供に
係る成果目標等を定めるものです。 

本計画においては、令和 8（2026）年度を中間見直しの年度とし、障害福祉等の大きな変化など
に応じて、本計画の見直しを行います。あわせて、令和 9（2027）年度以降 3 年間の本市の成果目
標等の内容を定めます。 

なお、障害福祉に関する法制度等の大きな変化など、本計画に大きな影響を与えると想定される場
合、後述の検証・評価とは別に、計画期間中においても必要に応じて計画内容の見直しを行います。 

計画の推進体制としては、障害者施策推進協議会において、障害者やその家族、障害福祉関係
者等の幅広い見地から、本計画の進捗状況への意見聴取を行い、本計画を着実に進めます。 

また、本計画の推進にあたっての課題やニーズの変化を把握するため、障害者自立支援協議会から
の意見聴取を行います。障害者やその家族、障害福祉関係者等の視点を取り入れ、障害者主体の
施策を進めます。 

 
 

2 計画の進捗管理・評価 

本計画の進捗管理と評価を行う主体として、障害者施策推進協議会を位置付け、進捗管理と評
価を行います。 

本計画の進捗管理と評価を行うにあたっては、成果目標等を評価の指標とします。達成状況につい
ては、毎年度末の実績をもとに、年 1 回以上、検証・評価を行います。また、検証・評価の結果は、本
市ホームページ等で広く公表します。 

検証・評価の結果、必要があると認められる場合、事業等の見直しを行い、本計画を適切に推進し
ます。 
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資料編  
 

1 計画の検討体制及び策定経過 

（1）堺市障害者施策推進協議会 

■本会委員 29 名                                          （50 音順 敬称略） 

氏  名 所属団体等 
石渡 勉 大阪弁護士会 

稲垣 勝弘 北こどもリハビリテーションセンター第 2 もず園 園長 
岩下 恵美子 特定非営利活動法人日本マルファン協会 大阪支部長 

岩本 治 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事 
大井 真基子 一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障がい者（児）を守る会 副会長 

大石 雅 堺精神障害者地域支援連絡協議会 
小田 多佳子 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 
小田 浩伸 大阪大谷大学 教育学部 教授 
木曽 陽子 大阪公立大学 現代システム科学域 教育福祉学類 准教授 
北川 秀則 堺公共職業安定所  所長 
北村 和孝 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 
愼 英弘 ビッグ・アイ共働機構国際障害者交流センター 館長 
橘 克英 一般社団法人堺市医師会 理事（たちばな内科クリニック） 

舘野 菜津子 堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス」 センター長代理 
● 種橋 征子 関西大学  人間健康学部 教授 
辻本 伊公子 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 

中川 元 耳原総合病院小児科医師 
西浦 由夏 大阪府立堺支援学校 校長 
西尾 薫 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 理事 
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藤原 昌子 堺市社会福祉施設協議会 
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◎：会長 ●：職務代理者   令和6（2024）年2月末時点 
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■臨時委員 6名                                            （50音順 敬称略） 
氏  名 所属団体等 

川邊 慶子 堺市精神障害者家族会（家族 SST 交流会） 
小林 晶子 堺人権擁護委員協議会 堺市地区委員会 
駒 俊之 堺市障害者相談支援専門員協会  

土屋 昭男 堺市視覚障害者福祉協会 
桧垣 寛 堺・自立をすすめる障害者連絡会  

松永 一實 堺市きこえ支援協会  

令和6（2024）年2月末時点 

 

（2）堺市障害者施策推進協議会 計画策定専門部会  

■本会委員 14 名                                          （50 音順 敬称略） 
氏  名 所属団体等 

岩下 恵美子 特定非営利活動法人日本マルファン協会 大阪支部長 
岩本 治 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事 

大井 真基子 一般財団法人堺市人権協会/部落解放堺地区障がい者（児）を守る会 副会長 
大石 雅 堺精神障害者地域支援連絡協議会 

小田 多佳子 特定非営利活動法人堺障害者団体連合会 理事長 
北村 和孝 堺市障害者自立支援協議会 障害当事者部会 

舘野 菜津子 堺市障害者就業・生活支援センター「エマリス」 センター長代理 
● 種橋 征子 関西大学  人間健康学部 教授 

西尾 薫 社会福祉法人堺市社会福祉協議会 理事  
萩原 敦子 総合相談情報センター 所長 
藤原 昌子 堺市社会福祉施設協議会 

◎ 松端 克文 武庫川女子大学 心理・社会福祉学部 社会福祉学科 教授  
森 哲仁 堺脳損傷協会 会長 
吉井 マヤ 堺障害フォーラム 副代表  

◎：部会長 ●：職務代理者  令和6（2024）年2月末時点 

■臨時委員 4名                                            （50音順 敬称略） 
氏  名 所属団体等 

川邊 慶子 堺市精神障害者家族会（家族 SST 交流会） 
土屋 昭男 堺市視覚障害者福祉協会 
桧垣 寛 堺・自立をすすめる障害者連絡会  

松永 一實 堺市きこえ支援協会  

令和6（2024）年2月末時点 
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（3）計画策定経過 
 

日にち 会議名 案件 

令和 4（2022）年 
8 月 5 日 

令和 4 年度 第 1 回  
堺市障害者施策推進協議会 
本会 

▸次期障害者計画の策定に向けて 
▸障害者等実態調査の実施について 

10 月 19 日 
令和 4 年度 第 1 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸次期障害者計画の策定に向けた検
討の進め方について 

令和 5（2023）年 
1 月 19 日 

令和 4 年度 第 2 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸障害者等実態調査速報版について
（報告） 

▸国の動向について 
▸次期障害者計画策定に向けて  

3 月 24 日 
令和 4 年度 第 2 回 
堺市障害者施策推進協議会 
本会 

▸障害者等実態調査の結果報告（速
報） 

▸次期障害者計画策定に向けて 

5 月 17 日 
令和 5 年度 第 1 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸検討の進め方・スケジュールについて               
▸次期障害者計画策定に向けて    

7 月 12 日 
令和 5 年度 第 2 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸次期障害者計画策定に向けて 

8 月 2 日 
令和 5 年度 第 1 回 
堺市障害者施策推進協議会 
本会 

▸次期障害者計画策定に向けて 

8 月 23 日 
令和５年度 第 3 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸次期障害者計画策定に向けて 

10 月 11 日 
令和５年度 第 4 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸次期障害者計画策定に向けて 

11 月 17 日 
令和 5 年度 第 5 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸次期障害者計画策定に向けて 

令和 6（2024）年 
2 月 22 日 

令和 5 年度 第 6 回 
堺市障害者施策推進協議会 
計画策定専門部会 

▸次期障害者計画策定に向けて 
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（3）計画策定経過 
 

日にち 会議名 案件 
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本会 
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2 用語説明 

【ア行】 
■アウトリーチ 

支援の必要な人からの申し出を待つのではなく、支援する側から支援の必要な人に積極的に働きか
けてること。 

 

■アクセシビリティ 
障害者を含めて、すべての人が必要とする情報に簡単にたどりつけ、提供されている情報や機能を利

用できること。 
 

【カ行】 
■健康福祉プラザ 

平成24（2012）年4月に開所。本市における障害者・児の社会参加、地域生活を支援し、また、
障害者と市民が交流を通じて相互理解を図ることを目的として、広域的・総合的な拠点として整備され
た施設。市民交流センター、授産活動支援センター（じゅさんあっと堺）、視覚・聴覚障害者センター、
スポーツセンター、生活・リハビリテーションセンター、総合相談情報センター、発達障害者支援センター
（アプリコット堺）、障害者就業・生活支援センター（エマリス堺）、難病患者支援センターのほか、重
症心身障害者児施設である重症心身障害者（児）支援センター（ベルデさかい）、行政機関（子
ども相談所、障害者更生相談所、こころの健康センター）を設置している。 

 

■権利擁護 
知的障害・精神障害や認知症などのため、自らの権利やニーズを表明することが困難な人に代わって

その権利やニーズ表明を行うこと。また、弱い立場にある人々の人権侵害（虐待や財産侵害など）が
起きないようにすること。 

 

【サ行】 
■障害者週間 

障害についての理解を深め、障害者福祉の増進を図るため、毎年12月3日から9日までの1週間が
「障害者週間」と定められている。 
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■障害者就業・生活支援センター 
障害者雇用促進法に基づき、就職を希望する障害者、あるいは在職中の障害者が抱える課題に

応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業面および生活面の一体的な支援を行う。本
市では、堺区と南区の2か所に堺市障害者就業・生活支援センターを設置。 

 
■障害者自立支援協議会 

障害者総合支援法に基づき、障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、
相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・雇用関係機関、企業、障
害者関係団体、学識経験者など、障害者福祉の関係者が幅広く参加して設置される会議体。 

 

■障害者総合支援法 
平成25（2013）年4月から施行。障害者及び障害児が、基本的人権を享有する個人としての尊

厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、
地域生活支援やその他の支援を総合的に行うことも目的としている。 

 

■障害者優先調達推進法 
平成25（2013）年4月から施行。国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等

に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者
就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を目的としている。 

 

■成年後見制度 
障害者等で判断能力の不十分な人に対して、本人の意思を尊重し法律行為の同意や代行などの

支援を行う援助者（後見人・補佐人・補助人）を選任する。 
 

■相談支援専門員 
障害者の相談に応じ、助言や連絡調整など必要な支援を行うほか、サービス等利用計画の作成を

行う。 
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【タ行】 
■地域移行 

住まいを施設や病院から単に元の家庭に戻すことではなく、障害者個々人が市民として、自ら選んだ
住まいで安心して、自分らしい暮らしを実現すること。 

 

■地域活動支援センター 
障害者等が通い、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う施設。 

 

【ハ行】 
■バリアフリー 

障害者が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去すること。段差等の物理的障壁を
取り除くことをめざしているだけでなく、障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な
全ての障壁の除去という障害者の生活全般における障壁の除去をいう。 

 

■ピアサポート（ピア活動） 
自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を生かしながら、他の障害や疾病のある障害者のための支

援を行うもの。 
 

【ワ行】 
■ワンストップ 

複数の場所や担当に分散していた関連する手続きやサービスなどを、1か所でまとめて提供するように
したもの。行政が関連する手続きの窓口を一本化することなどをいう。 
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3 障害者数等の状況 

（1）障害者手帳所持者数の年齢階層等 

年度 
種別 身障手帳 療育手帳 精神手帳 

自立支援医療 
（精神通院） 

特定医療費 
（指定難病） 

年齢階層 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

令和 2 
（2020） 

年度 

0～5 118 0.3 359 4.2 9 0.1 2 0.0 － － 

6～17 470 1.3 1,970 23.0 473 4.6 349 1.7 － － 

18～19 101 0.3 442 5.2 114 1.1 279 1.4 － － 

20～39 1,528 4.2 2,885 33.6 2,148 20.8 4,442 21.9 － － 

40～64 7,017 19.3 2,449 28.5 5,578 54.0 10,127 49.8 － － 

65～ 27,143 74.6 477 5.6 2,004 19.4 5,120 25.2 － － 

計 36,377 100 8,582 100 10,326 100 20,319 100 7,276 ー 

令和 3 
（2021） 

年度 

0～5 98 0.3 343 3.9 9 0.1 1 0.0 － － 

6～17 461 1.3 2,048 23.2 498 4.6 331 1.7 － － 

18～19 102 0.3 420 4.8 118 1.1 214 1.1 － － 

20～39 1,489 4.2 3,014 34.1 2,350 21.6 4,284 22.1 － － 

40～64 6,927 19.4 2,528 28.6 5,848 53.7 9,941 51.3 － － 

65～ 26,683 74.6 480 5.4 2,067 19.0 4,591 23.7 － － 

計 35,760 100 8,833 100 10,890 100 19,362 100 7,183 － 

令和 4 
（2022） 

年度 

0～5 97 0.3 380 4.1 5 0.0 0 0.0 0 0.0 

6～17 464 1.3 2,158 23.5 554 4.8 318 1.6 8 0.1 

18～19 86 0.2 414 4.5 130 1.1 215 1.1 26 0.4 

20～39 1,448 4.1 3,121 34.0 2,585 22.4 4,501 22.5 824 11.3 

40～64 6,880 19.6 2,611 28.4 6,155 53.4 10,272 51.3 2,645 36.4 

65～ 26,145 74.4 506 5.5 2,106 18.3 4,713 23.5 3,761 51.8 

計 35,120 100 9,190 100 11,535 100 20,019 100 7,264 100 

 

※各年度末 
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※各年度末 
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（2）障害福祉サービス支給決定者・障害支援区分認定者数 

 区分 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 区分 6 区分なし 合計 

令和 2 
（2020） 

年度 

身体 34 166 465 351 271 880 342 2,509 

知的 93 430 523 669 532 692 430 3,369 

精神 40 861 801 298 49 32 1,292 3,373 

障害児 0 0 0 0 0 0 611 611 

難病 0 8 11 5 4 3 31 62 

計 167 1,465 1,800 1,323 856 1,607 2,706 9,924 

令和 3 
（2021） 

年度 

身体 34 165 435 383 283 898 357 2,555 

知的 95 447 534 680 541 724 428 3,449 

精神 43 940 785 301 59 35 1,374 3,537 

障害児 0 0 0 0 0 0 602 602 

難病 2 7 11 6 6 4 35 71 

計 174 1,559 1,765 1,370 889 1,661 2,796 10,214 

令和 4 
（2022） 

年度 

身体 30 163 433 384 312 913 367 2,602 

知的 90 457 560 695 556 758 445 3,561 

精神 56 1,002 814 306 66 44 1,579 3,867 

障害児 0 0 0 0 0 0 587 587 

難病 1 4 9 5 6 2 32 59 

計 177 1,626 1,816 1,390 940 1,717 3,010 10,676 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度末 
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（3）事業所等数 

圏域 堺・西 中・南 

区 堺 西 中 南 

施設サービスの種類 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 

施 設 入 所 1  40  1  80  0  0  2  96  

ＧＨ（住居単位） 51  233  28  125  62  293  45  155  

短 期 入 所 5  25  3  16  4  21  5  49  

日
中
活
動 

療養介護 1  50  0  0  0  0  0  0  

生活介護 18  373  11  328  34  640  16  436  

生活訓練 2  32  1  30  1  20  1  23  

機能訓練 1  10  3  73  0  0  1  23  

就労定着支援 6  0  1  0  0  0  0  0  

就労移行支援 11  165  2  26  4  52  2  13  

就労継続支援Ａ型 12  200  5  76  1  10  2  25  

就労継続支援Ｂ型 44  828  18  329  30  567  16  283  

計 95  1,658  41  862  70  1,289  38  803  

実施設数 99  - 42  - 73  - 41  - 

地域活動支援センター 4  50  2  30  2  30  3  40  

相談支援（計画相談） 28  0  20  0  28  0  25  0  

相談支援（地域相談） 14  0  6  0  18  0  20  0  

自立生活援助 0  0  0  0  0  0  0  0  

居宅介護 100  0  79  0  100  0  47  0  

移動支援 87 - 74 - 83 - 42 - 

医療型障害児入所施設 1 25 0 0 0 0 0 0 

福祉型障害児入所施設 0 0 0 0 0 0 0 0 

日
中
活
動 

医療型児童発達支援センター 0 0 1 20 0 0 1 30 

福祉型児童発達支援センター 0 0 1 100 0 0 1 50 

児童発達支援 19 112 12 53 26 131 9 52 

放課後等デイサービス 23 153 18 115 34 214 14 103 

計 42 265 32 288 60 345 25 235 

実施設数 26 - 18 - 36 - 14 - 

障害児相談支援 12 - 13 - 18 - 16 - 

居宅訪問型児童発達支援 0 - 1 - 0 - 0 - 

保育所等訪問支援 1 - 4 - 0 - 2 - 

 

 

※令和 5（2023）年度末時点 
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実施設数 26 - 18 - 36 - 14 - 

障害児相談支援 12 - 13 - 18 - 16 - 

居宅訪問型児童発達支援 0 - 1 - 0 - 0 - 

保育所等訪問支援 1 - 4 - 0 - 2 - 
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圏域 北・東・美原 
市内合計 

区 北 東 美原 

施設サービスの種類 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 施設数 定員数 

施 設 入 所 1  50  0  0  0  0  5  266  

ＧＨ（住居単位） 39  164  44  158  24  109  293 1,237 

短 期 入 所 3  19  6  39  5  31  31 200 

日
中
活
動 

療養介護 0  0  0  0  0  0  1 50 

生活介護 13  238  7  107  6  120  105 2,242 

生活訓練 1  11  1  6  0  0  7 122 

機能訓練 0  0  0  0  0  0  5 106 

就労定着支援 1  0  2  0  0  0  10 0 

就労移行支援 5  75  2  17  0  0  26 348 

就労継続支援Ａ型 1  18  2  40  0  0  23 369 

就労継続支援Ｂ型 26  472  16  314  5  100  155 2,893 

計 47  814  30  484  11  220  332 6,130 

実施設数 50  - 34  - 12  - 351 - 

地域活動支援センター 3  40  0  0  1  10  15 200 

相談支援（計画相談） 29  0  8  0  7  0  145 - 

相談支援（地域相談） 20  0  6  0  4  0  88 - 

自立生活援助 0  0  1  0  1  0  2 - 

居宅介護 72  0  37  0  6  0  441 - 

移動支援 60 - 28 - 3 - 377 - 

医療型障害児入所施設 0 0 0 0 0 0 1 25 

福祉型障害児入所施設 0 0 0 0 0 0 0 0 

日
中
活
動 

医療型児童発達支援センター 0 0 0 0 0 0 2 50 

福祉型児童発達支援センター 0 0 0 0 0 0 2 150 

児童発達支援 29 170 15 87 4 20 114 625 

放課後等デイサービス 32 200 16 93 6 40 143 918 

計 61 370 31 180 10 60 261 1,743 

実施設数 36 - 18 - 6 - 154 - 

障害児相談支援 19 - 6 - 3 - 87 - 

居宅訪問型児童発達支援 0 - 0 - 0 - 1 - 

保育所等訪問支援 2 - 1 - 0 - 10 - 
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